
告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
七
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

午
後
一
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

イ 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

ロ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る

職
員
に
委
任
す
る
規
則
に
つ
い
て 

ハ 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

に
つ
い
て 

ニ 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

ホ 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

ヘ 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

ト 

「
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
」
の
策
定
に
つ
い
て 

チ 

埼
玉
県
社
会
教
育
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

リ 

埼
玉
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

ヌ 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

ル 

そ
の
他 
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